
なめがた　2015.7.1 6

介護保険制度改正（平成 27 年８月から）のお知らせ
【問い合わせ】

介護福祉課（玉造庁舎）TEL 0299-55-0111

◆一定以上所得者は利用者負担が２割になります
　65 歳以上で一定以上所得者（本人の合計所得金額が 160 万円以上の方）の方はサービスを利用するときの自
己負担が２割負担となります。ただし、「年金収入とその他の合計所得金額の合計」が単身世帯で 280 万円未満、
２人以上世帯 346 万円未満の方は１割負担のままです。
　要介護認定を受けた方に、利用者負担の割合（１割または２割）が記載された「介護保険負担割合証」が発
行されます。

◆高額介護サービス費の一部の上限額が新しくなります
　同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定
額を超えたときに支給される「高額介護サービス
費等」の利用者負担段階区分（所得等に応じた区
分）に「現役並み所得者」を新設し、上限額を設
定します。
※現役並み所得者とは ･･･�同一世帯に住民税課税

所得 145 万円以上の第
１号被保険者（65 歳以上
の方）がいて、収入が単
身 383 万円以上、２人
以上 520 万円以上の方

利用者負担
段階区分

上限額
平成 27年７月まで 平成 27年８月から

●現役並み所得者の方 世帯　44,400 円
●市区町村民税課税世帯の方 世帯　37,200 円 世帯　37,200 円

●住民税世帯非課税の方 世帯　24,600 円 世帯　24,600 円
　・�合計所得金額及び課税

年金収入額の合計が
80 万円以下の方

　・�老齢福祉年金の受給者
の方

個人　15,000 円 個人　15,000 円

●生活保護の受給者の方等
個人　15,000 円

世帯　15,000 円

個人　15,000 円

世帯　15,000 円

◆高額医療・高額介護合算制度の限度額が変わります（70 歳未満の方）
　年間の医療費と介護サービス費の利用者負担
（それぞれのサービスの限度額適用後の利用者負
担）が一定の限度額を超えたときに支給される「高
額医療・高額介護合算制度」の限度額が、平成 27
年８月の計算期間分から変更されます。
※１　�平成 27 年７月までの限度額は経過措置と

して、（　）内の金額になります。
※２　�基準総所得＝前年の総所得金額－基礎控除

33 万円

負担限度額
所得区分 平成 27年８月から（※１）

基
準
総
所
得
額
（
※
２
）

901 万円超 212 万円（176 万円）

600 万円超～ 901 万円以下 141 万円（135 万円）

210 万円超～ 600 万円以下 67 万円（67 万円）

210 万円以下 60 万円（63 万円）

市区町村民税非課税世帯 34 万円（34 万円）

◆特定入所者介護サービス費等の給付要件が変わります
　施設サービスの居住費と食費は、所得の低い方に対しては自己負担の
上限額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス
費として、介護保険から施設等に支払われますが、その対象者となる条
件が変更されます。不正があった場合には、加算金を設けます。
※�次のいずれかに該当する場合、特定入所者介護サービス費等の給付の
対象にはなりません。
①�住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者であ
る場合
②�住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も住民税非課税）でも、
預貯金が一定額（単身 1,000 万円、夫婦 2,000 万円）を超える場合
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◇◆介護保険は高齢者の暮らしを社会みんなで支える仕組みです◆◇

介
護
保
険
料
の
改
定

　

市
で
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
３
カ
年
を
計

画
期
間
と
す
る「
行
方
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
」
の
第
６
期
計
画
を
策

定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
は
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
自

宅
や
地
域
で
元
気
に
安
心
し
て
暮
ら
し
続

け
る
こ
と
の
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

て
、
介
護
・
介
護
予
防
・
生
活
支
援
な
ど
の

様
々
な
施
策
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
量
・
提
供

体
制
・
介
護
保
険
財
政
の
安
定
化
の
た
め
の

方
策
を
具
体
的
に
計
画
し
、
市
民
と
と
も
に

推
進
し
て
い
く
も
の
で
す
。

　

第
６
期
計
画
の
策
定
に
伴
い
、
計
画
期
間

中
に
必
要
と
見
込
ま
れ
る
介
護
保
険
事
業
費

の
総
額
を
算
出
し
、
介
護
保
険
第
１
号
被
保

険
者
（
65
歳
以
上
）
の
保
険
料
を
改
定
し
ま

し
た
。

　

65
歳
以
上
の
方
が
負
担
し
て
い
た
だ
く
介

護
保
険
料
は
、「
今
後
３
年
間
で
ど
の
よ
う

な
サ
ー
ビ
ス
費
が
ど
れ
く
ら
い
必
要
と
な
る

か
」
を
判
断
し
て
３
年
ご
と
に
見
直
す
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
介
護
施
設
の
設
置
や
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
増
加
す
る
と
保
険
料

の
見
直
し
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
適
正
な
介

護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
に
努
め
て

い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

65 歳以上の方の保険料（第１号被保険者）　第６期（平成 27 ～ 29 年度）

所得段階 対　象　者 料率 年額
（月額目安）

第１段階

○生活保護受給者の方
○世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
○�世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
80 万円以下の方

0.45 29,160 円
（2,430 円）

第２段階 ○�世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
80 万円を超えて 120 万円以下の方 0.75 48,600 円

（4,050 円）

第３段階 ○�世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
120 万円を超える方 0.75 48,600 円

（4,050 円）

第４段階 ○�本人が市民税非課税で、同一世帯内に市民税課税者がいて、前年の�
合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円以下の方 0.95 61,560 円

（5,130 円）

第５段階【基準額】 ○�本人が市民税非課税で、同一世帯内に市民税課税者がいて、前年の�
合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円を超える方 1.00 64,800 円

（5,400 円）

第６段階 ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円未満の方 1.25 81,000 円
（6,750 円）

第７段階 ○�本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円以上 190 万円
未満の方 1.35 87,480 円

（7,290 円）

第８段階 ○�本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 190 万円以上 290 万円
未満の方 1.50 97,200 円

（8,100 円）

第９段階 ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 290 万円以上の方 1.70 110,160 円
（9,180 円）

※�月額の保険料は目安であり、年間保険料を 1/12 にしたものです（納付期限・納付方法により金額が増減することがあります）。
※�合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を差し引いた金額で、譲渡所得の特別控除や損失等にかかる繰越控
除を行う前の金額をいいます。

◆保険料の納め方

特別徴収
年金が年額 18 万円以上の方は、年金の支払月に年６回に分けて天引きされます。ただし、年度途中で 65 歳に到達し
た方や他の市区町村から転入した方などは、すぐに年金天引きにはなりませんので、年金天引きが開始（おおむね６
カ月から１年後）されるまでは、一時的に納付書または口座振替で納めていただきます。

普通徴収 年金が年額 18 万円未満の方や、年度途中で 65 歳に到達した方や他の市区町村から転入した方は、納付書または口座
振替で納めていただきます。

保険料を滞納していると、保険料を滞納している期間に応じ、次のような措置がとられます。
　○ 1年以上滞納すると　　･･･�サービスを利用したときの費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が

支払われます。
　○ 1年６カ月以上滞納すると�･･･�費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納

していた保険料に充てられることもあります。
　○２年以上滞納すると　　･･･�サービスを利用するときに利用者負担が３割になったり、高額介護（介護予防）サービス費が受けられ

なくなったりします。

　納め方は、受給している年金の額によって、年金から天引きされる「特別徴収」と納付書や口座振替により納めて
いただく「普通徴収」の２通りに分かれます。
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職
種
・
採
用
予
定
人
数
・
受
験
資
格

試
験
区
分

採
用
予
定

人　
　

員

学
歴
区
分

受
験
資
格

一
般
事
務

※�

試
験
区
分

は
、
大
学

卒
等
と
短

大
・
高
校

卒
等
に
分

か
れ
ま
す
。

７
名
程
度

Ａ
大
学
卒

等

昭
和
60
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
６
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
人
で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。）

を
卒
業
し
た
人
、
又
は
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業
見
込

み
の
人

Ｂ
短
大
・

高
校
卒
等

平
成
２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
10
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
人
で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
も
し
く
は
短
期
大
学

を
卒
業
し
た
人
、
又
は
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業
見
込

み
の
人

１
名
程
度

（
身
体
障

が
い
者
）

Ａ
・
Ｂ

昭
和
60
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
10
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
、
短
期
大
学
も

し
く
は
大
学
を
卒
業
し
た
人
、
又
は
平
成
28
年
３
月
31
日
ま

で
に
卒
業
見
込
み
の
人
で
、
自
力
に
よ
り
通
勤
が
で
き
、
か

つ
、
介
護
者
な
し
に
事
務
職
と
し
て
の
職
務
の
遂
行
が
可
能

な
人
で
、
次
の
（
１
）
～
（
３
）
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

（
１
）
身
体
障
が
い
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

（
２
）
通
常
の
勤
務
時
間
（
原
則
と
し
て
週
38
時
間
45
分
、
１

日
７
時
間
45
分
）
に
対
応
で
き
る
人

（
３
）
活
字
印
刷
文
に
よ
る
出
題
に
対
応
で
き
る
人

幼
稚
園
教
諭
１
名
程
度

Ａ
・
Ｂ

昭
和
60
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人
で
、
幼
稚
園
教
諭

の
資
格
を
取
得
し
た
人
、
又
は
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に

取
得
見
込
み
の
人

管
理
栄
養
士
１
名
程
度

Ａ
・
Ｂ

昭
和
60
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人
で
、
管
理
栄
養
士
の

資
格
を
取
得
し
た
人
、
又
は
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
取
得

見
込
み
の
人

総
務
課
（
麻
生
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

市

職

員

採

用

試

験

　
平
成
27
年
度
市
職
員
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

上
記
の
受
験
資
格
に
該
当
す
る
人
で
あ
っ

て
も
、
次
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

ア　

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人

イ　

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

ウ　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
人

エ　

本
市
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を

受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し

て
い
な
い
人

オ　

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た

政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る

政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ

に
加
入
し
た
人

試 

験 

日

【
第
１
次
試
験
】
教
養
試
験
（
論
文
・
作
文

を
含
む
）

９
月
20
日
（
日
）

▽
会
場　

北
浦
公
民
館
（
行
方
市
山
田

２
１
７
５
）

【
第
２
次
試
験
】
口
述
試
験
・
適
性
試
験
・

身
体
検
査

11
月
上
旬
予
定
（
第
１
次
試
験
合
格
者
）

受
付
期
間

　
７
月
１
日
（
水
）
～
７
月
31
日
（
金
）

申
込
書
の
請
求
方
法

　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
所
定
の
用
紙
を

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
行
方
市
総
務
部
総

務
課
人
事
グ
ル
ー
プ
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　

郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
封
筒
の
表
に（
職

員
採
用
試
験
申
込
書
請
求
）
と
朱
書
き
し
、

あ
て
先
を
明
記
し
て
１
２
０
円
切
手
を
貼
っ

た
返
信
用
封
筒
（
角
２
サ
イ
ズ
）
を
必
ず
同

封
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
込
書
は
、
北
浦
庁
舎
総
合
窓
口

室
、
玉
造
庁
舎
総
合
窓
口
課
に
も
配
置
し
て

あ
り
ま
す
。

資
料
請
求
・
問
い
合
わ
せ

　

試
験
案
内
は
行
方
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

http://w
w
w
.city.nam

egata.ibaraki.jp/

〒
３
１
１
‐
３
８
９
２　

行
方
市
麻
生

１
５
６
１
番
地
の
９��

行
方
市
総
務
部
総
務

課
人
事
グ
ル
ー
プ
（
麻
生
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１
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行
方
市
農
業
委
員
会
委
員

一
般
選
挙
の
お
知
ら
せ

行
方
市
選
挙
管
理
委
員
会
（
麻
生
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

【
投
票
日
】

８
月
24
日
（
月
）　

午
前
７
時
～
午
後
６
時

【
告
示
日
】
８
月
17
日
（
月
）

【
選
挙
区
ご
と
の
定
数
】

第
１
選
挙
区
（
麻
生
地
区
）　

８
名

第
２
選
挙
区
（
北
浦
地
区
）　

８
名

第
３
選
挙
区
（
玉
造
地
区
）　

８
名

【
立
候
補
予
定
者
説
明
会
】

▽
期
　
日　

７
月
27
日
（
月
）　

午
後
１
時

30
分
～

▽
場
　
所　

行
方
市
役
所
北
浦
庁
舎　

第
１

会
議
室

第
10
回
特
別
弔
慰
金
が支

給
さ
れ
ま
す

社
会
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

　

終
戦
70
周
年
に
あ
た
り
、
戦
没
者
等
の
遺

族
に
改
め
て
弔
慰
を
表
す
た
め
、
平
成
27
年

４
月
１
日
（
基
準
日
）
に
お
い
て
、「
恩
給
法

に
よ
る
公
務
扶
助
料
」
や
「
戦
傷
病
者
戦
没

者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」
を
受

け
る
方
が
い
な
い
場
合
に
、
ご
遺
族
お
一
人
に

第
10
回
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
支
給
内
容
】

　

額
面
25
万
円
、
５
年
償
還

【
請
求
期
限
】

　

平
成
30
年
４
月
２
日
ま
で
（
請
求
期
間
を

過
ぎ
る
と
第
10
回
特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
）

【
支
給
対
象
者
】

　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で

（
１
）
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病

者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の

受
給
権
を
取
得
し
た
方

（
２
）
戦
没
者
等
の
子

（
３
）
戦
没
者
等
の
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母

④
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を
有

し
て
い
る
か
、平
成
27
年
４
月
１
日（
基
準
日
）

に
お
い
て
遺
族
以
外
の
者
と
氏
を
改
め
る
婚

姻
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
等
に
よ
り
、
順
番

が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

（
４
）
右
記
（
１
）
か
ら
（
３
）
以
外
の
戦

没
者
等
の
三
親
等
内
親
族
（
甥
、
姪
等
）

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年

以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
に
限
り

ま
す
。

【
請
求
書
の
受
付
機
関
】

　

請
求
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
市
区
町
村

【
請
求
窓
口
】

　

社
会
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

　

総
合
窓
口
室
（
麻
生
庁
舎
、
北
浦
庁
舎
）

今
秋
「
な
め
が
た
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」
オ
ー
プ
ン
に
伴
い
、

ス
タ
ッ
フ
募
集
！

　

国
内
唯
一
の
さ
つ
ま
い
も
農
業
体
験
型
テ
ー

マ
パ
ー
ク
「
な
め
が
た
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
ヴ
ィ
レ
ッ

ジ
」
が
10
月
、大
和
第
三
小
学
校
跡
地
に
オ
ー

プ
ン
し
ま
す
。

　

オ
ー
プ
ン
に
伴
い
、
株
式
会
社
な
め

が
た
し
ろ
は
と
フ
ァ
ー
ム
で
は
、
テ
ー
マ

パ
ー
ク
内
に
併
設
さ
れ
る
工
場
の
ス
タ
ッ
フ

を
、
フ
ル
タ
イ
ム
１
０
０
人
（
求
人
番
号

０
８
１
２
０-

３
３
１
３
３
５
１
）
と
パ
ー

ト
タ
イ
ム
40
人
（
求
人
番
号
０
８
１
２
０-

３
３
２
０
０
５
１
）
を
募
集
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
常
陸
鹿
嶋
・

鉾
田
市
地
域
職
業
相
談
室
・
行
方
市
無
料
職

業
紹
介
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆�

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
常
陸
鹿
嶋
（
鹿
嶋
市
宮
中

１
９
９
‐
１
）

　

☎
０
２
９
９
‐
８
３
‐
２
３
１
８

◆�

鉾
田
市
地
域
職
業
相
談
室
（
鉾
田
市
鉾
田

１
３
６
７
‐
３
）

　

☎
０
２
９
１
‐
３
４
‐
０
１
１
７

◆
行
方
市
無
料
職
業
紹
介
所（
北
浦
庁
舎
内
）

　

☎
０
２
９
１
‐
３
５
‐
２
１
１
１

※
「
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
」
が
成
立
し
、
選
挙
の
告
示
日

（
８
月
17
日
）
前
に
法
律
が
公
布
さ
れ
た
場

合
、
農
業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙
は
中
止
と

な
り
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、
現
職
の
農
業
委

員
の
任
期
が
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
延
長

に
な
り
、
平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
新
制
度

に
よ
る
任
命
制
に
移
行
し
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害

者
手
当
等
の
現
況
届
に
つ
い
て

社
会
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
、特
別
障
害
者
手
当
、

障
害
児
福
祉
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
、
毎
年
８
月
に
現
況
届
（
所
得
状
況
お
よ

び
現
に
対
象
者
が
在
宅
で
養
育
ま
た
は
介
護

さ
れ
て
い
る
か
な
ど
の
受
給
資
格
の
確
認
）

の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

こ
れ
は
、
引
き
続
き
手
当
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
大
切
な
も
の

で
す
。
忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

【
提
出
日
時
】

８
月
11
日
（
火
）
～
８
月
28
日
（
金
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
土
曜
・
日
曜
を
除
く

【
提 

出 

先
】

社
会
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

総
合
窓
口
室
（
麻
生
庁
舎
、
北
浦
庁
舎
）
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こ
ど
も
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎ 
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

　

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
受
付
に
つ
い

て
、
次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。
現
況
届
を
提

出
し
な
い
と
８
月
分
（
12
月
支
給
分
）
か
ら

の
手
当
が
支
給
に
な
り
ま
せ
ん
。
通
知
は
８

月
中
旬
に
届
く
予
定
で
す
。
現
況
届
の
用
紙

は
市
役
所
に
あ
り
ま
す
。

【
提
出
期
間
】

８
月
18
日
（
火
）
～
８
月
31
日
（
月
）（
土
・

日
を
除
く
）

【
受
付
時
間
】

平　

日
（
３
庁
舎
）

午
前
８
時
30
分
～
正
午
・
午
後
１
時
～
午
後

５
時
15
分

夜　

間（
こ
ど
も
福
祉
課（
玉
造
庁
舎
）の
み
）

８
月
27
日
（
木
）
～
８
月
31
日
（
月
）

午
後
５
時
15
分
～
午
後
８
時

（
未
申
告
の
方
は
、
夜
間
の
受
付
が
で
き
ま
せ
ん
）

【
提
出
場
所
】

こ
ど
も
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

総
合
窓
口
室
（
麻
生
庁
舎
、
北
浦
庁
舎
）

※
注
意

　

児
童
扶
養
手
当
は
毎
年
、
本
人
の
所
得
、

扶
養
家
族
の
所
得
、
事
実
婚
の
有
無
、
年
金

受
給
の
状
況
、
そ
の
他
か
ら
判
断
し
て
い
ま

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
に
つ
い
て

す
。
以
前
該
当
に
な
ら
な
く
て
も
今
年
度
は

該
当
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
未
申
告
で
該
当
と
思
わ

れ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

こ
ど
も
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎ 

０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

平
成
27
年
度
ひ
と
り
親
家
庭
等

学
習
応
援
事
業
に
つ
い
て

　

こ
の
事
業
は
、
子
育
て
世
帯
の
中
の
ひ
と

り
親
家
庭
等
に
対
し
て
図
書
カ
ー
ド
を
配
布

し
、
子
ど
も
の
学
習
用
の
図
書
購
入
に
係
る

経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ひ

と
り
親
家
庭
等
の
児
童
の
学
習
を
確
保
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
平
成
27
年
４

月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
、
次
の
児
童
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

（
１
）
児
童
扶
養
手
当
等
を
受
給
す
る
世
帯

に
属
す
る
児
童
扶
養
手
当
支
給
対
象
児
童

（
２
）
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
18
歳
未
満
の

児
童
（
平
成
27
年
度
に
満
18
歳
に
達
す
る
ま

で
の
児
童
。
※
（
１
）
の
対
象
と
な
る
児
童

は
除
く
）

【
配
布
額
】

対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円
分

※
配
布
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
該
当
者

に
の
み
児
童
扶
養
手
当
の
通
知
と
と
も
に
送

付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
確
認
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

市
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

　

次
の
と
お
り
市
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集

し
ま
す
。

◆
新
池
住
宅

　
所
在
地
　
麻
生
３
４
９
１
‐
３

　
間
取
り
　
３
Ｄ
Ｋ
　
構
造
　
木
造

　
募
集
戸
数
　
１
戸

◆
諸
井
団
地

　
所
在
地
　
玉
造
甲
４
１
７
５

　
間
取
り
　
３
Ｄ
Ｋ
　
構
造
　
Ｒ
Ｃ
造

　
募
集
戸
数
　
１
戸

※
新
池
住
宅
に
つ
い
て
は
、
浴
槽
、
給
湯
器

は
設
置
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
設
置
す
る
場
合

は
入
居
者
の
方
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

【
応
募
資
格
】

次
の
①
～
③
の
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る
方

①�

単
身
入
居
以
外
の
方
で
現
在
住
宅
に
困
っ

て
い
る
方

②
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

③�

条
例
で
定
め
る
基
準
内
の
収
入
で
あ
る
方

（
例
）
一
般
世
帯
の
場
合
（
１
世
帯
の
合
計
所

得
額
‐
控
除
額
）
÷
12
＝
15
万
８
千
円
以
下

【
申
込
方
法
】

　

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）
に
提
出
（
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
）。

【
申
込
期
間
】

７
月
１
日
（
水
）
～
７
月
21
日
（
火
）

【
入
居
者
の
選
考
】

　

市
営
住
宅
管
理
条
例
第
８
条
に
よ
り
入
居

者
選
考
委
員
会
を
行
い
、
入
居
者
を
決
定
し

ま
す
。

茨
城
県
保
健
福
祉
部
保
健
予
防
課

☎
０
２
９
（
３
０
１
）
３
２
１
９

熱
中
症
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
！

　

熱
中
症
の
発
生
は
７
月
～
８
月
が
ピ
ー
ク

で
す
。
屋
外
だ
け
で
な
く
、
室
内
で
何
も
し

て
い
な
い
と
き
も
発
症
す
る
の
で
注
意
が
必

要
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
死
亡
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、
正
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
て

予
防
し
ま
し
ょ
う
。

　

熱
中
症
の
予
防
に
は
、「
水
分
補
給
」
と「
暑

さ
を
避
け
る
こ
と
」
が
重
要
で
す
。

◆
の
ど
の
渇
き
を
感
じ
な
く
て
も
、
こ
ま
め

な
水
分
・
塩
分
の
補
給
を

◆
扇
風
機
、
エ
ア
コ
ン
の
利
用

◆
室
温
の
上
が
り
に
く
い
環
境
を
作
る
（
す

だ
れ
、
遮
光
カ
ー
テ
ン
）

◆
こ
ま
め
な
室
温
確
認

◆
通
気
性
の
よ
い
、
吸
湿
・
速
乾
の
衣
服
着

用◆
外
出
時
は
日
傘
や
帽
子
の
利
用
を

◆
暑
い
日
や
暑
い
時
間
帯
は
、
外
出
を
で
き

る
だ
け
控
え
る
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農
業
委
員
会
事
務
局
（
北
浦
庁
舎
）

☎
０
２
９
１
（
３
５
）
２
１
１
１

農
地
台
帳
の
公
表
に
つ
い
て

　

農
地
に
関
す
る
情
報
の
活
用
促
進
を
図

る
た
め
、
農
地
法
に
基
づ
き
農
地
情
報
を
公

表
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
表
】

　

全
国
農
業
会
議
所
の
「
全
国
農
地
ナ
ビ
」

（http://w
w
w
.alis-ac.jp/

）
に
よ
り
、
次

の
農
地
情
報
等
が
閲
覧
で
き
ま
す
。

○
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
お
よ
び
面
積

○
貸
借
権
等
の
種
類
、
存
続
期
間

○
耕
作
者
ご
と
の
整
理
番
号

○
貸
付
に
関
す
る
所
有
者
の
意
向
（
公
表
に

同
意
し
た
場
合
の
み
）

○
農
地
中
間
管
理
機
構
が
借
り
て
い
る
農

地
か
ど
う
か

【
窓
口
で
の
公
表
】

　

農
業
委
員
会
事
務
局
の
窓
口
に
お
い
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
表
す
る
項
目
の
ほ

か
に
、
次
の
項
目
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

○
所
有
者
の
氏
名
・
名
称

○
貸
借
人
等
の
氏
名
・
名
称

○
耕
作
者
の
氏
名
・
名
称

【
注
意
事
項
】

○
一
定
の
時
点
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も

の
を
公
表
し
て
い
る
た
め
、
必
ず
し
も
最
新

の
情
報
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
他
法
令
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
直

接
担
当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
法
的
な
証
明
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
表
示
さ
れ
る
「
面
積
」
は
、
登
記
簿
に
お

け
る
面
積
を
基
に
し
て
い
ま
す
。

農
林
水
産
課
（
北
浦
庁
舎
）

☎
０
２
９
１
（
３
５
）
２
１
１
１

農
地
中
間
管
理
機
構
に
よ
る
農
用
地

等
の
借
受
希
望
者
の
公
募
に
つ
い
て

　

担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
図

る
た
め
、
農
地
中
間
管
理
機
構
と
し
て
平
成

26
年
４
月
１
日
に
指
定
を
受
け
た
（
公
社
）

茨
城
県
農
林
振
興
公
社
（
以
下
「
公
社
」
と

い
う
）
が
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関

す
る
法
律
第
17
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
農
用
地
等
の
借
受
希
望
者
の
公
募

を
開
始
し
ま
す
。

　

今
後
、
規
模
を
縮
小
す
る
農
家
な
ど
か
ら

農
地
を
借
り
受
け
、
借
受
希
望
者
へ
の
橋
渡

し
を
行
い
農
地
を
貸
し
付
け
て
、
農
地
の
集

約
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

【
公
募
期
間
】

　

平
成
27
年
５
月
20
日
（
水
）
～
平
成
28
年

３
月
31
日
（
木
）

【
公
募
対
象
】

　

農
用
地
等
の
借
受
希
望
者
（
人
・
農
地
プ

ラ
ン
で
位
置
づ
け
ら
れ
た
中
心
経
営
体
、
認

定
農
業
者
、
認
定
就
農
者
、
農
業
生
産
法
人
、

新
規
参
入
者
（
企
業
参
入
を
含
む
）
等
）

【
応
募
方
法
】

　

公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
の
相
談
窓

口
（
農
林
水
産
課
）
で
借
受
希
望
申
込
書
を

取
得
し
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
公
社
宛

に
郵
送
ま
た
は
農
林
水
産
課
（
北
浦
庁
舎
）

へ
提
出

環
境
課
（
北
浦
庁
舎
）

☎
０
２
９
１
（
３
５
）
２
１
１
１

犬
を
放
し
飼
い
に
し
な
い
で
！

　

あ
な
た
の
犬
が
、
ご
近
所
か
ら
好
か
れ
る

た
め
に
!!

　

飼
い
主
は
、
周
囲
に
迷
惑
や
危
害
を
及
ぼ

さ
な
い
心
く
ば
り
と
し
つ
け
が
大
切
で
す
。

●
犬
を
放
し
飼
い
に
し
な
い
で
！

　

散
歩
の
と
き
も
、
引
き
綱
は
必
ず
つ
け
ま

し
ょ
う
。

　

特
定
犬
は
オ
リ
の
中
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

●
犬
の
放
し
飼
い
は･･･

①
人
に
攻
撃
す
る
（
咬
傷
・
傷
害
）

②
他
人
の
土
地
や
農
作
物
を
荒
ら
す
（
被

害
・
損
害
）

③
他
の
犬
や
猫
と
ケ
ン
カ
を
引
き
起
こ
す

④
交
通
事
故
の
危
険
性

⑤
い
ろ
い
ろ
な
病
気
の
感
染
や
中
毒
の
原
因

⑥
逸
走
の
原
因

　

な
ど
他
人
に
迷
惑
を
か
け
、
愛
犬
に
も
危

害
等
が
及
び
ま
す
。

　

犬
を
放
し
飼
い
に
し
た
者
は
、「
茨
城
県
動

物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
」
に
よ

り
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

茨
城
県
動
物
指
導
セ
ン
タ
ー

〒
３
０
９
‐
１
６
０
６　

笠
間
市
日
沢
47

☎
０
２
９
６
‐
７
２
‐
１
２
０
０

政
策
秘
書
課
（
麻
生
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

「
く
ら
し
の
便
利
帳
」
に
つ
い
て

　

市
で
は
「
２
０
１
５
行
方
市
く
ら
し
の
便

利
帳
」
を
（
株
）
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
と
の
協
働

事
業
で
発
行
し
ま
す
。

　

く
ら
し
の
便
利
帳
は
、
市
民
の
生
活
に
必

要
な
行
政
情
報
や
地
域
に
関
す
る
情
報
お

よ
び
広
告
に
よ
る
事
業
者
情
報
を
あ
わ
せ

た
総
合
地
域
情
報
誌
で
す
。
発
行
は
10
月
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
市
内
の
全
家
庭
に
無
料

配
布
す
る
と
と
も
に
、
転
入
者
の
方
に
も
届

出
の
際
に
窓
口
で
お
渡
し
し
ま
す
。

　

ま
た
、
く
ら
し
の
便
利
帳
の
発
行
に
あ
た

り
、
広
告
の
申
し
込
み
も
募
集
し
ま
す
。
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

◆
発
行
に
関
す
る
こ
と

政
策
秘
書
課
（
麻
生
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
‐
７
２
‐
０
８
１
１

◆
広
告
に
関
す
る
こ
と

（
株
）
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
つ
く
ば
支
店

☎
０
２
９
‐
８
５
８
‐
０
５
７
０
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後期高齢者医療からのお知らせ
【問い合わせ】国保年金課（玉造庁舎）医療グループ　℡ 0299-55-0111

◆８月１日に「被保険者証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」が更新されます

　現在お使いの「被保険者証」は、７月31日までの有効期限となっています。

　新しい「被保険者証」（紺色）は、７月中旬に簡易書留にて郵送しますので、

お受け取りをお願いします。

　また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」（黄色）を現在お持ちの方で、

引き続き交付対象となる方については、「被保険者証」とあわせて郵送しま

す。

　なお、現在お使いの被保険者証等は、有効期限後、お近くの市役所窓口

までご返却をお願いします。

　＊�「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、非課税世帯が交付の対象

となり、医療機関等での自己負担額が減額の適用となる証です。
新しい被保険者証は紺色です

◆平成 27 年度保険料の決定通知書および納付書を郵送します

　特別徴収に該当にならなかった方（普通徴収）は、７月中旬に郵送される納付書にて、保険料を納付し

ていただくことになります。

　決定通知書が届きましたら必ず中身を確認していただき、納付書が同封されている場合は、各納期限ま

でに納付をお願いします。

　また、特別徴収による保険料納付の方については、８月中旬に決定通知書を郵送します。

■保険料の納め方

特別徴収（４月～翌年２月　隔月６回） 普通徴収（７月～翌年２月　毎月８回）

年金からの差し引き 納付書または口座振替

●�年金（遺族・障害年金を除く）額が年額 18 万円

以上の方

●�介護保険料との合計額が年金支給額の２分の１

を超えない方

●左記に該当しない方

●前年度に保険料変更があった方

●�平成 27 年２月以降に新たに後期高齢者医療制度

に加入された方

＊普通徴収は、手間が省ける口座振替が便利です。
　・�手続きは、市内にあるお取引の金融機関等窓口でできます。口座振替をする預貯金通帳および通帳

の登録印鑑をお持ちください。

　・振替を希望する納期の前月までにお申し込みください。

＊特別徴収は、申請することで普通徴収に変更することができます。
　・�市内にあるお取引の金融機関等で口座振替の申し込み後、市役所窓口で徴収

方法変更の申請手続きをしてください。

　・口座振替をした方の確定申告時の社会保険料控除に適用できます。
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問い合わせ　収納対策課（麻生庁舎）　☎ 0299－72－0811

税 金 のお知らせのお知らせ

今月の税金

○固定資産税　　　第２期

○国民健康保険税　第１期

納付期限（口座振替日）は

７月３１日です。

シリーズ　国民健康保険 こんなときどうするの？

交通事故などにあったとき

◆第三者行為による病気やケガ
　交通事故をはじめ、第三者の行為によって傷病を受けた場合にも、国保で治療を受けることが

できます。本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立替払いをして、あとか

ら国保が加害者に費用の請求をします。

　示談の前に必ず国保に連絡をして、届け出るようにしてください。

①�交通事故にあった

ときには必ず警察

に連絡をして、

　「事故証明書」を

　もらってください。

②�「事故証明」「保険証」
「印かん」をご持参の上、
国保の窓口で「第三者
行為による傷病届」を
提出してください。
　※�傷病の状況や、相手
の保険加入状況など
を記入します。

③�治療費を受け取ったり示

談を結んでしまったり

すると、給付ができなく

なってしまうことがあり

ます。

【問い合わせ】国保年金課（玉造庁舎）　℡ 0299-55-0111

口座振替の方は預貯金残高の確認をお願いします
　市税の口座振替日は各税目の納期限日です。振替できなかった市税の再振替は行いませんので、振替日の
前日までに預貯金残高の確認をお願いします。
※納期限日が土曜日または日曜日の場合は、翌月曜日が納期限日となります。

税の納め忘れにご用心！
　税金を納期限までに納めないことを滞納といいます。うっかり忘れて
いたとしても、本来納めるべき税額の他に、督促手数料や延滞金を納め
ていただくことになります。
　滞納は、納税者にとって不利益になりますので、納期限内に納税して
ください。

市税の納付は口座振替が便利です
　市税は口座振替による納付が便利です。納め忘れがなく、金融機関や市
役所窓口に出向く必要もなく、安全です。
　手続きは市内の金融機関窓口でできます。口座振替依頼書は、市内の銀行、
信用金庫、農協、郵便局に備えてありますので、手続きの際は預貯金通帳
および通帳登録印鑑をお持ちください。
　なお、手続きしてから口座振替を開始するまでに１カ月程度の期間を要
します。


